
日 調 連 発 第 ２ ４ ８ 号 

令和５年１１月２１日 

 

 

各土地家屋調査士会長 殿 

 

 

日本土地家屋調査士会連合会長 

 

 

令和 5 年度土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定の実施について（通知） 

 

標記について、法務省民事局長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

つきましては、下記の点に留意いただき、該当者へ周知していただきますようお願いします。 

なお、貴会における認定申請手続に関する事務については、改めて連絡します。 

 

記 

 

１ 本年度において認定を受ける資格を有する者は、第１３回から第１８回土地家屋調査士特

別研修修了者となります。 

 

２ 第１８回土地家屋調査士特別研修の修了証明書及び成績証明書並びに標記認定に係る申請

書は、12 月上旬を目途に、当連合会から修了者宛てに送付する予定です。 

なお、第１３回から第１７回の研修修了者が本年度に認定申請をする場合も、本年度の認

定申請書による申込みとなりますので、当該申請の希望者がある場合は、当連合会まで連絡

をお願いします。 

 

３ 手続に係る費用は、次のとおりです。 

(1) 認定手数料  ４,３００円（認定申請書の提出の際に必要となります。） 

(2) 登録免許税  ５,０００円（認定証書の交付の際に必要となります。） 

※ 合計９，３００円 

 





機密性 2 完全性 2 可用性 2

法務省 民二第 1300号

令 和 5年 11月 10日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

(公 印省 冊各)

令和 5年度土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定の実施につい

て (通達 )

令和 5年度土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定 (以 下 「認定」 と

い う。)については、下記の とお り実施願います。

なお、本件については、本 日付けをもつて 日本土地家屋調査士会連合会会長

宛てに通知する予定ですので、申し添えます。

記

1 認定の申請資格

認定の申請 を受ける資格を有す る者は、土地家屋調査士法 (昭和 25年法

律第 228′ 号)第 3条第 2項第 1号 に規定す る次の研修の課程を修了 した者

とす る。

第 13回 土地家屋調査士特別研修 (平成 30年 1月 15日 付け法務省告

示第 14号 )

第 14回 土地家屋調査士特別研修 (令和元年 6月 17日 付け法務省告示

第 39号 )

第 15回 土地家屋調査士特別研修 (令和 2年 6月 25日 付け法務省告示

第 97号 )

第 16回 土地家屋調査士特別研修 (令和 3年 6月 15日 付け法務省告示

第 117号 )

第 17回 土地家屋調査士特別研修 (令 和 4年 6月 14日 付け法務省告示



機密性 2 完全性 2 可用性 2

第 105号 )

第 18回 土地家屋調査士特別研修 (令 和 5年 6月 2日 付 け法務省告示第

138号 )

2 認 定の申請手続

(1)土地家屋調査士会 にお ける手続

ア 認 定 申請書の提 出等

認定 申請者 は、令和 5年 12月 8日 (金 )か ら同月 21日 (木 )ま で

の間に、別添様式 1の用紙 (A)か ら (C)ま でに所要事項 を記載 し、

同用紙 (B)の 所 定の欄 に認定手数料 4, 300円 分 の収入印紙 を貼 り

付 けた上、特別研修 の考査成績証明書 (別 添様 式 2)を 添付 して、 自己

が入会 してい る土地家屋調査士会 (土 地家屋調査士会 に入会 していない

者 にあつては、その者 の住所地 を管轄す る法務局又は地方法務局 の管轄

区域 内に設立 され た土地家屋調査士会)に提 出 しなけれ ばな らない。

なお、認 定 申請書 は、あ らか じめ 日本 土地家屋調査士会連合会か ら特

別研修 の修 了者宛 てに交付 され る予定である。

イ 申請番号の付番等

認定 申請書の提 出 を受 けた土地家屋調査士会 においては、当該認定 申

請書 に申請番 号 を付 し、認 定 申請者 に認 定 申請書 (C)を 交付す るとと

もに、認定 申請者 が土地家屋調査士会 の会員 で ある場合 には、会員 に相

違 ない こと及び登録番 号の確認 を行 う。

ウ 申請者名簿等 の記載

認 定 申請書 の提 出を受 けた土地家屋調査士会 においては、認定 申請書

に特別研修 の考査成績証 明書が添付 され てい ることの確認及び認 定 申請

者名簿 (別 添様式 3)へ の氏名 、登録番号等 の必要事項 の記載 を行 う。

この認 定 申請者名 簿 (同 名 簿 を記録 した CD― R等 の電磁 的記録媒体 を

含 む。)は 、令和 6年 1月 11日 (木 )ま で に、各 土地家屋調 査士会 に

お いて取 りま とめた認 定 申請書 と共 に、その事務所 の所在地 を管轄す る

法務局又 は地方法務局 に提 出 しなけれ ばな らない。

(2)法務局又 は地方法務局 にお ける手続

ア 認定 申請書の確認

認 定 申請書の送付 を受 けた法務局又 は地方法務局 (以 下「認定 申請局」

とい う。)は 、認 定 申請書 (B)に 貼 られ てい る収入 印紙 の消印 を行 つ



機宿性 2 完全性 2 可用性 2

た上、認定 申請書 の記載事項及び当該 申請書 に添付 された特別研修 の考

査成績証明書 を確認 し、土地家屋調査士会 か ら送付 された認定 申請者名

簿 の氏名 、登録番号等 の記載事項 について相違 ない ことを確認す ること。

イ 考査結果の記載

認 定 申請局 は、土地家屋調査士会 か ら送付 され た認定 申請者名簿の「考

査結果」欄 に、認 定 申請書 に添付 され た特別研修 の考査成績証明書 に記

載 された択一試験得点、記述試験得点及び合計点 を記載す ること。

ウ 認 定 申請書 (A)の 送付

認定 申請局 は、令和 6年 1月 16日 (火 )ま でに、認定 申請書 (A)

を申請番号順 に整理 し、土地家屋調査 士会か ら送付 された認定 申請者名

簿 と共に、親展・書留郵便 に よ り当局民事第二課長宛てに送付す ること。

また、認定 申請者名簿の電子デー タについては、別途指定す る共有 フ

ォル ダに格納す るこ と (認 定 申請者 がいない場合 には、別途指定す るメ

ンセ~ジボ~ド に書 き込む方法 によ りその 旨を連絡す ること。)。

工 認 定 申請書 (B)等 の保管

認 定 申請書 (B)、 認 定 申請書 に添付 され た特別研修 の考査成績証 明

書 は、認定 申請局 において保管す るこ と。

3 認 定者 の発表

認 定者 については、 当局民事第二課か ら認定 申請 局 に対 し、その者 の 申請

番 号及び氏名 を通知す るので、認定 申請局 においては、令和 6年 3月 11日

(月 )午後 4時に、上記 申請番 号及び氏名 を掲示 して認定者 の発表 を行 うこ

と。   ソ

なお、法務省 においては、上記 日時に、法務省 ホームペー ジに認定者 の認

定 申請局及び 申請番 号 を掲載す る。また、上記発表後、認定者 の認定 申請局、

申請番号及び氏名 を官報 に公告す る。

4 認 定基準の公表

認 定の基準については、認定者 の発表 に合 わせ て法務省 ホームペー ジに掲

載 して公表す る予定であ る。

5 認 定証書の交付

(1)当 局民事第 二課 か ら認 定 申請 局宛 て に認 定者 の認 定証書 を送付す るの

で、各局 においては、適宜の方法で認定者 に認 定証書 を交付す ること。

(2)認定証書の交付 に当たつては、認定者 に、認 定 申請書 (B)の 空欄部分



機密性 2 完全性.2 可用性 2

に登録免許税 として 5, 000円 分の領収証書又は収入印紙を貼 り付けさ

せ、交付担当者が直ちに当該領収証書に 「使用済」 と記載 し、収入印紙の

消印を行 うこと。

(3)認定者が登録免許税 を納付 しない場合には、認定証書を交付 した後に、

認定者の住所を所轄する税務署の長に対し登録免許税未納の通矢口を行うこ

と。

6 その他

認定されなかった者には、不認定の通知はしない。
フ



05
令和5年度

令 和  ５  年　　　月　　　日 

　私は、土地家屋調査士民間紛争解決手続代理
関係業務を行うのに必要な能力の認定を受けた
いので、考査成績証明書を添えて申請します。

記入に当っての注意事項（認定申請書 (Ａ)・(Ｂ)・(Ｃ)共通）
１　黒インク（ボールペンでもよい。）で、ていねいに記入してください。
２　※印の欄には記入しないでください。該当する□の中には「レ」をつ
けてください。

３　数字は、算用数字を用いてください。
４　氏名及び生年月日は、戸籍に記載されているとおり、楷書で正確に記
入してください。

５　日本土地家屋調査士会連合会に職名の使用を届け出ている方も、戸
籍上の氏名を記入してください。

６　土地家屋調査士会に入会していない方は、「登録番号」欄の記載は不
要です。

７　「申請法務局」欄には、認定申請書等の提出先である法務局の所在
する都市名を「東京」「大阪」のように記入してください。

８　記入事項に間違いのないことを十分に確認した上で、提出してください。

　法務大臣が土地家屋調査士民間紛争解決手続代理関係業務を行うの
に必要な能力を有すると認定した者（認定者）の発表は、令和 6 年３月
１１日（月曜日）の午後４時に認定申請書を提出した土地家屋調査士会
の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に認定者の申請番
号及び氏名を掲示して行うほか、同日時に認定者の申請法務局及び申
請番号を法務省ホームページ (https://www.moj.go.jp/) に掲載します。
また、上記発表後、認定者の申請法務局、申請番号及び氏名について、
官報に公告します。
　なお、認定者本人には、認定証書を交付します。

05
令和5年度

05
令和5年度



別添様式２ 

（注）ただし、サイズはＡ５判で、専用封筒に封入されて提出される予定です。 

                                                                             

考査成績証明書  

 

 

 

≪ 修 了 者 氏 名 ≫ 殿  

（第《修了回》回土地家屋調査士特別研修修了者） 

 

あなたは第１８回土地家屋調査士特別研修 
において考査を受けた結果、下記の成績を得 
たことを証します 

記 

考査成績 

択 一 記 述 計 

点 点 点 

 

令和５年  月  日 

 

日本土地家屋調査士会連合会  

会 長  岡 田 潤一郎 

 

受講番号：≪受講番号≫ 



別添様式３

法 務 局

択一試験 記述試験 合計

（記載例）

東京 1 14 1 1 111 東京会 1111 民事 二子 女 昭和56年1月1日 30 60 90

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

申　請
法務局

申請
番号

受講回
所属
会

令和５年度土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定申請者名簿     

生年月日
考査結果※

受講番号
登録
番号

氏 名 性別

※印欄は法務局又は地方法務局において記載する。
※非会員（有資格者）の所属会欄及び登録番号欄は空白とする。
（土地家屋調査士法施行規則第12条第1項に基づき、住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請。)
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